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令和２年本宮市教育委員会１月定例会会議録 

 

１ 日  時  令和２年１月２２日（水） 午後１時３２分～午後１時５０分 

 

２ 場  所  本宮市役所 ３階 常任委員会室 

 

３ 出席委員  教   育   長      青 田   誠 

        教育長職務代理者（１番）  谷   明 子 

        委      員（２番）  渡 辺 俊 之 

        委      員（３番）  古 宮 博 文 

        委      員（４番）  遠 藤 傳一郎 

 

４ 出席職員  教育部長            渡辺 裕美 

次長兼幼保学校課長       菅野 安彦 

上席参事兼第一保育所長     増子 公子 

        教育総務課長          国分 孝寿 

        国際交流課長          鈴木 正史 

生涯学習センター長       根本 享史 

学校給食センター所長      佐藤  司 

        参事兼管理主事兼指導主事    穐山 俊之 

（書記）教育総務課総務係長   遠藤 あけみ 

 

５ 傍聴人   なし 

 

６ 案  件   

   議案第 １ 号  本宮市立幼稚園利用者負担額徴収規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第 ２ 号  本宮市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定について 

   議案第 ３ 号  本宮市保育所管理運営規則の一部を改正する規則の制定について 

   議案第 ４ 号  本宮市延長保育事業実施要綱の一部を改正する告示の制定について 

   報告第 １ 号  第３８回上尾市民駅伝競走大会への参加について 

   報告第 ２ 号  第１４回もとみやロードレース大会について 

 

７ 審議経過 

 

【午後１時３２分開会】 

◇教育長 ただいまから、教育委員会１月定例会を開会いたします。 

  着座にて進めさせていただきます。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎会議録署名委員の指名 

◇教育長 今回の会議録署名委員は、３番委員と４番委員にお願いいたします。 
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──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第１号 本宮市立幼稚園利用者負担額徴収規則の一部を改正する規則の制定について 

◇教育長 議案第１号 本宮市立幼稚園利用者負担額徴収規則の一部を改正する規則の制定について

説明をお願いします。 

◇書記 〔議案第１号を朗読〕 

◇次長兼幼保学校課長 説明をさせていただきます。 

  ２ページをご覧いただきたいと思います。 

  規則の改正につきましては、１０月に国の幼児教育・保育の無償化に伴いまして、所要の改正を

行ったところでございますが、幼稚園の預かり保育分の延長分についても無償化の対象となること

が国から示されたため、午後６時以降も全ての利用者について無料とする改正であります。改正前

につきましては生活保護世帯のみだったものを、改正後は全員を対象としたものでございます。 

  この告示の適用につきましては、１０月１日から遡って施行するものであります。 

  以上で改正の説明といたします。 

◇教育長 それでは、議案第１号に対する質疑を行います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

◇教育長 その他質疑がなければ打ち切って、採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので採決を行います。 

  議案第１号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第１号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第２号 本宮市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定について 

◇教育長 次に、議案第２号 本宮市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定につい

て説明をお願いします。 

◇書記 〔議案第２号を朗読〕 

◇次長兼幼保学校課長 では、説明させていただきます。 

  資料は４ページをお開きいただきたいと思います。 

  今回の規則の改正につきましては、第３保育所の新たな施設としてまゆみ保育所の開所にあたり

まして、教育委員会事務局組織規則の別表第２の中に、施設名を追加するものであります。表では

一番下のほうにまゆみ保育所の追加の記載がございます。 

  この規則の施行につきましては、まゆみ保育所の開所に合わせ２月１日から施行するものであり

ます。 

  以上で説明といたします。 

◇教育長 それでは、議案第２号に対する質疑を行います。 

◇１番委員 本宮第３保育所は、いずれまゆみ保育所になるわけですからなくなるのでしょうけれど

も、今度第２保育所がその場所に移るということで、第３保育所は、４月１日にはこれは消えると

いうことなのですか。 

◇次長兼幼保学校課長 今、ご指摘のとおり、４月１日から第３保育所に第２保育所が移動して、保

育を開始します。建物としてはそれぞれ残るものですから、規則的にはそのまま、第３保育所とい
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う名称が、施設があるうちはそのまま継続しておきたいと思います。４月以降は第３保育所で第２

保育所が運営するものですから、そこは第２保育所になりますが、建物は第３保育所のままで、そ

のまま名称としては残ることになります。 

  以上です。 

◇１番委員 そうしますと確認ですけれども、第３保育所の建物自体が壊すとか、何かのことがない

限りは、その名称は残るという形で考えていいのですか。 

◇次長兼幼保学校課長 おっしゃるとおりです。 

◇１番委員 わかりました。ありがとうございます。 

◇教育長 その他質疑がなければ打ち切って、採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので採決を行います。 

  議案第２号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第２号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第３号 本宮市保育所管理運営規則の一部を改正する規則の制定について 

◇教育長 次に、議案第３号 本宮市保育所管理運営規則の一部を改正する規則の制定について説明

をお願いします。 

◇書記 〔議案第３号を朗読〕 

◇次長兼幼保学校課長 それでは、改正内容について説明いたします。 

  資料は６ページになります。 

  前の規則改正と同様、第３保育所の新たな施設としてまゆみ保育所が建設されますので、別表第

２の中に施設名と入所定員を追加するものであります。 

  また、７ページをご覧いただきたいのですが、様式第１号、こちらは幼児教育無償化制度の施行

に伴う改正でありますが、来年度、４月以降の入所、入園申込みにあたりまして、申込書に文言の

追加を行うものであります。 

  追加場所でございますが、様式の一番上のほうに施設型給付費・地域型保育給付費等とございま

すが、改正後はその後ろに施設等利用給付費という文言を、また、保護者の氏名、住所等を書く下

の欄に「次のとおり」という文章がありますが、こちらの文章の中に同じく施設等利用給付費とい

う文言が新たに追加になるものであります。 

  この規則の施行につきましては、まゆみ保育所の開所に合わせまして２月１日から行うものであ

ります。 

  以上で説明といたします。 

◇教育長 それでは、議案第３号に対する質疑を行います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

◇教育長 その他質疑がなければ打ち切って、採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので採決を行います。 

  議案第３号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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◇教育長 異議ありませんので、議案第３号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第４号 本宮市延長保育事業実施要綱の一部を改正する告示の制定について 

◇教育長 次に、議案第４号 本宮市延長保育事業実施要綱の一部を改正する告示の制定について説

明をお願いします。 

◇書記 〔議案第４号を朗読〕 

◇次長兼幼保学校課長 それでは資料の説明をさせていただきます。 

  資料１２ページをご覧いただきたいと思います。 

  この改正につきましては、第３保育所の新たな施設としてまゆみ保育所の開所にあたりまして、

第４条中実施保育所の中に本宮市立まゆみ保育所を追加するものであります。 

  また、第９条につきましては、引用規則名に誤りがありましたので、今回の改正に合わせて修正

をさせていただくものであります。 

  この要綱の施行につきましては、まゆみ保育所の開所に合わせ２月１日からとするものでありま

す。 

  以上で説明といたします。 

◇教育長 それでは、議案第４号に対する質疑を行います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

◇教育長 その他質疑がなければ打ち切って、採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので採決を行います。 

  議案第４号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第４号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第１号 第３８回上尾市民駅伝競走大会への参加について 

◇教育長 次に、報告事項になります。 

  報告第１号 第３８回上尾市民駅伝競走大会への参加について説明をお願いします。 

◇生涯学習センター長 それでは、報告第１号 第３８回上尾市民駅伝競走大会について説明を申し

上げます。 

  資料は１３ページから１６ページとなります。 

  上尾市民駅伝競走大会は令和２年２月９日日曜日、上尾運動公園陸上競技場周辺コースで７部門

で実施されます。 

  この上尾市民駅伝競走大会につきましては、本宮市から中学生選抜として第３部中学生男子、そ

れからもとみやランニングクラブより、第５部一般の部になりますが、計２チームが参加します。 

  期日は２月８日から９日の１泊２日の行程で、人数が中学生が５人、一般が６人、指導者１人、

引率として市職員１人の総勢１３名で参加をしてまいります。 

  以上、上尾市民駅伝競走大会参加についての説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第１号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 
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〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第２号 第１４回もとみやロードレース大会について 

◇教育長 次に、報告第２号 第１４回もとみやロードレース大会について説明をお願いします。 

◇生涯学習センター長 それでは、報告第２号 第１４回もとみやロードレース大会について説明を

させていただきます。 

  資料は１７ページから２０ページになります。 

  ４月１９日に開催を予定しておりますもとみやロードレース大会は、午前８時１５分に開会式を

ふれあい夢広場屋外ステージで行います。教育委員の皆様にも大会役員参与としてご案内をさせて

いただきますので、ご出席いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

  レースは午前９時に親子の部を皮切りに、２８部門で行われまして、表彰式は準備ができ次第各

部門で行います。教育委員の皆様にも、当日都合がよろしければ、表彰のご協力をいただきたいと

思っております。 

  大会終了時刻は、正午を予定しております。 

  参加申し込み期限につきましては、３月２日月曜日までとなっており、部門ごとの参加者数など

の詳細につきましては、その翌週の月曜日に確定いたしますので、別途報告を申し上げます。 

  以上、第１４回もとみやロードレース大会についての説明といたします。 

◇教育長 それでは、報告第２号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎その他 

◇教育長 次に、その他、事務局から報告等があればお願いいたします。 

◇生涯学習センター長 それでは、皆様のお手元に配付しております本宮市未来へつなげる市民の集

いのチラシについて、説明申し上げます。 

  今年度は、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会にちなみまして、元フリースタ

イルスキーのモーグル日本代表で、５大会連続オリンピックに出場された上村愛子さんを招きまし

て、アスリートトークショーを開催する予定となっております。 

  日時が３月８日、会場につきましては、しらさわカルチャーセンターでございます。会場は正午、

開式は１３時、講演会は１３時３０分から１４時５０分までであります。全席自由で、料金無料と

いうことで、たくさんの市民の皆様にも参加していただけるよう周知をしてまいりますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

◇教育長 なお、会場が広うございますので、委員の皆様方にも周知、ご協力、よろしくお願いでき

ればと思っております。よろしくお願いしたいと思います。 

◇教育長 それでは、ただいまの報告について質疑を行いたいと思います。 

◇２番委員 ６００人以上入ると思うのですけれども、もし、それ以上入場者が来た場合というのは

どうするのですか。 

◇生涯学習センター長 座席は６６０席ございます。６６０人が座れるわけですが、あとは申し訳ご



 

－6－ 

ざいませんが立ち見という形になるかと思います。 

  よろしくお願いします。 

◇教育長 その他事務局から報告等がありましたらお願いします。 

〔発言する人なし〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎次回開催日程について 

◇教育長 なければ、次回教育委員会の日時を決めたいと思います。 

〔次回開催日程について協議〕 

◇教育長 次回教育委員会は、２月１７日月曜日、午後１時３０分開会といたします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎閉会の宣告 

◇教育長 これをもちまして教育委員会定例会を閉会いたします。 

【午後１時５０分閉会】 

 


